
社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会福祉活動車両貸与要綱	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

（目的）	 

第１条	 この要綱は、むかわ町に居住する高齢者及び身体障がい者で自立歩行の困難な者の社会参加の促

進並びに介護者の介護活動の支援又は地域福祉活動を実践する地域・団体を支援することにより地域福

祉の推進を図るため、社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会（以下「本会」という。）が所有する車椅

子用の福祉車両（以下「車両」という。）の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。	 

	 

（対象者）	 

第２条	 対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。	 

（１）在宅で生活する高齢者及び身体障がい者で自立した生活又は介護を受けることが困難な者	 

（２）前号に対し必要な介護活動を行う者	 

（３）地域福祉活動を実践する地域・団体	 

（４）その他会長が特に必要と認めたもの	 

	 

（利用の許可）	 

第３条	 車両を利用しようとするものは、使用予定日の２週間前までに福祉車両利用申込書（様式第１号）

に所定の事項を記入して、申し込むものとする。	 

２	 会長は、前項の規定に基づき申込書を受理したときは、その申込事項について審査し、可否を決定す

るものとする。	 

３	 前項の審査結果により貸与を決定したときは、福祉車両利用許可書（様式第２号）を申込者に交付す

るものとする。	 

	 

（利用の制限）	 

第４条	 会長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。	 

（１）車両を利用しようとするものが、破損し若しくは汚損し又は滅失するおそれのあるとき	 

（２）本会の業務上、支障があるとき	 

（３）営利活動、宗教活動、政治活動等であるとき	 

（４）その他車両の管理上適当でないとき	 

	 

（利用許可の取消し等）	 

第５条	 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し若しくは利用を停止し又は

利用の許可を取り消すことができる。	 

（１）この要綱に違反したとき	 

（２）利用の許可の条件に違反したとき	 

（３）前条の規定に該当することとなったとき	 

（４）虚偽の申請その他不正な手段により第３条の許可を受けたとき	 

（５）管理上やむを得ない事由が生じたとき	 

	 

（貸与期間）	 

第６条	 貸与期間は、原則として土日、祝祭日とし、利用開始日から算定して３日以内とする。ただし、

特別な理由がある場合は、これを延長することができる。	 

	 

（利用料）	 

第７条	 車両の利用料は、原則として無料とする。ただし、次の事項に該当する費用は、利用者の負担と

する。	 



（１）燃料代	 

（２）高速道路等有料道路の料金	 

（３）有料駐車場料金	 

（４）その他車両の運行に必要な費用	 

	 

（運転者）	 

第８条	 車両を運転及びリフト操作する者（以下「運転者等」という。）は、申込日（以下「基準日」と

いう。）に次のすべての要件を具備しなければならない。	 

（１）普通自動車運転免許証を有する者	 

（２）前号の資格取得後３年以上、運転の経験を有する者	 

（３）基準日から１年以内に免許停止等の行政処分を受けていない者	 

	 

（遵守事項）	 

第９条	 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。	 

（１）交通関係法令等を遵守し、安全運転に心がけ、車両の取扱いを適切に行うこと。	 

（２）疾病、過労、睡眠不足等により運転できない身体状況になった場合は、運転を速やかに中止し、当

該状況が回復するまで運転は行わないこと。	 

（３）車椅子用のリフト操作にあっては、あらかじめ取扱説明書により操作等を理解し、安全対策に十分

配慮すること。	 

（４）利用中に車両の破損若しくは汚損又は滅失、不具合等が生じた場合は報告をしなければならない。	 

（５）許可を受けた目的以外に利用し又はその利用の権利を譲り渡し若しくは転貸できない。	 

（６）その利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにその車両を清掃又は原状に回

復して返還しなければならない。	 

（７）前号の義務を履行しないときは、会長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。	 

（８）前各号に掲げるもののほか、本会の指示に従わなければならない。	 

	 

（事故の処理）	 

第１０条	 運転者等は、車両を利用中に事故が発生した場合には、適切な措置を講ずるとともに、直ちに

事故・故障報告書（様式第３号）を会長に届け出て、その指示に従わなければならない。	 

	 

（事故の補償）	 

第１１条	 事故の補償については、法の定めに基づくもののほか当該車両が加入している自動車損害賠償

責任保険及び任意自動車保険の範囲をもって限度とし、異議の申し立てはしないことを条件として、車

両を使用するものとする。	 

	 

（損害賠償の義務）	 

第１２条	 利用者は、その責めに帰すべき事由により、事故が発生した場合には、その損害を賠償しなけ

ればならない。	 

	 

（その他）	 

第１３条	 この要綱に定めのない事項については、必要に応じ、本会と利用者が協議する。	 

	 

附	 則（平成２２年１０月５日第３回定例理事会）	 

この要綱は、平成２２年１０月５日から施行する。	 


